
　　　

保健センター（☎ 75‐6471）

子宮頸がん予防（HPV）ワクチンを自費
で接種した方への費用助成（償還払い）

HPV（子宮頸がん）ワクチンの接種について、
積極的勧奨を差し控えていたことにより公費で接
種できる機会を逃した方が、定期接種の期間を過
ぎたあとに自費で2価サーバリックスまたは4価
ガーダシルを接種した場合は、接種費用の払い戻
し（償還払い）を行います。
対象　以下の条件を全て満たす方
①R4/4/1時点で小牧市に住民登録があること（そ
の後市外へ転出していても対象です）
②H9/4/2 ～ H17/4/1 生まれの女子
③ 16歳となる日の属する年度の末日（高校 1年生
の 3/31）までにHPVワクチンの定期接種におい
て 3回の接種を完了していないこと（定期接種の
対象期間内に 3回の接種を完了していないこと）

④ 17歳となる日の属する年度の初日（高校 2年生
の 4/1）から R4/3/31 までに HPV ワクチン
（2価サーバリックスまたは 4価ガーダシル）を
国内の医療機関で受け、接種費用を負担している

⑤償還払いを受けようとする接種回数分についてキャッ
チアップ接種としての定期接種を受けていない方
持ち物　・医療機関が記入したもので予防接種の
種類や接種日や接種回数等の接種記録が確認で
きるもの

・ 接種費用の支払いを証明する書類
（原本）

『給付金専用ダイヤル』（☎ 0570‐05‐4092）
　　　（ナビダイヤル）
名古屋北年金事務所（☎ 052‐９１２‐1213）

  市民窓口課（☎ 76‐1124）

年金生活者支援給付金制度
について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や
その他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者
の生活を支援するために、年金に上乗せして支給
されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内
や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が
実施します。
※すでに現在、年金生活者支援給付金を受け取ってい
る方で引き続き支給要件を満たしている場合、お手
続きは原則不要です。
■ 対象となる方
▶老齢基礎年金を受給している方で、以下の要件
をすべて満たしている方
・65歳以上である。
・世帯員全員が市町村民税が非課税となっている。
・年金収入額とその他所得額の合計が約 88万円
以下である。

▶障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
で、以下の条件を満たしている方
　・前年の所得額が約 472万円以下である。
■ 請求手続き
▶新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいた
だける方
・対象になる方には、９月初旬頃に日本年金機
構からお知らせが届きます。同封のはがき（年
金生活者支援給付金請求書）に記入し提出し
てください。

▶年金を受給しはじめる方
・年金の請求手続きと併せて年金事務所で請求
手続きをしてください。

■ 制度などを詳しく知りたい場合は、給付金専用
ダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせくだ
さい。

■ 日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や
案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構
成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きした
り、手数料などの金銭を求めることはありません。

詳しくはこちら▶

消費者消費者トラブルトラブル情報情報消費者トラブル情報

「置き配」でのトラブルに注意 !!
★トラブル事例
通販サイトで本を注文した。数日前、置き配での配
達完了メールが来たが、商品はまだ届いていない。
★消費者へのアドバイス
◎玄関先などの指定した場所に置くことで配達を完了す
る「置き配」は、ネット通販を中心に、急速に普及し
ていますが、誤配、盗難などのリスクもあります。メ
リットとデメリットを理解して利用しましょう。
◎ネット通販で商品を注文する際に、初期設定が置き
配になっている場合があります。意図せず置き配を
選択しないか、注文前に確認しましょう。
◎不安に思った場合やトラブルになった場合は、す
ぐに消費生活センターまたは☎「188（いやや）」
（消費者ホットライン）に相談しましょう。

消費生活センター（☎ 76‐1119） 消費者庁　消費者ホットライン
188　イメージキャラクター
「イヤヤン」
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市からの
　お知らせ

　　　

都市計画課（〒 485‐8650住所不要☎ 76‐1155
71‐1481 toshi@city.komaki.lg.jp）

都市計画の変更（案）の縦覧

尾張都市計画生産緑地地区の変更案を次のとおり
縦覧します。この案について意見のある方は縦覧期
間満了日までに意見書を提出することができます。
とき　9/15㈭～ 29㈭　
ところ　都市計画課
提出先　縦覧期間内（必着）に意見書（様式任意）
に住所、氏名、連絡先、意見を記入し郵送、
FAX、メールまたは直接都市計画課

就労支援センターについて

東庁舎 1階に「就労支援センター」を開設して
います。以下の業務を行っておりますのでお仕事
探し中の方はぜひご利用ください。
①求人検索機による求人情報の提供
②相談員による職業相談・紹介
※雇用保険の手続き、職業訓練の相談、企業による
求人手続きについては対応できませんので、ハロー
ワーク春日井をご利用ください。

就労支援センター（☎ 73‐8609）
商工振興課（☎ 76‐1134）

　　　

小牧岩倉衛生組合（☎ 79‐1211）

ごみ処理手数料の改定

■手数料
11/1 ㈫から、自分で小牧岩倉エコルセンター
へ持ち込んだ際のごみ処理手数料が改定されます。
ごみの区分 現行 改定後
燃やすごみ
破砕ごみ
粗大ごみ
埋立ごみ

10kg につき
200円

20kg まで
440円

超過10kgごとに
220円加算

■キャッシュレス決済導入
11/1 ㈫から、計量棟窓口でのごみ処理手数料
支払にキャッシュレス決済が利用できます。
※お支払い可能な決済サービスについてはエコルセ
ンターや計量棟窓口へお問い合わせください。　

市の今後のまちづくりに向けた
市民意向調査

市の最上位計画である「小牧市まちづくり推進
計画 第 1次基本計画」の改定に際し、市民の皆
さんの声を今後のまちづくりに活かすため、市民
意向調査を実施します。
調査期間　10/4㈫～ 21㈮
対象　18歳以上の市民（無作為抽出）
調査方法　WEB（インターネット）または郵送
（切手不要）

秘書政策課（☎ 76‐1105）

　　　

中央図書館（☎ 73‐9951）

中央図書館および市民センター図書室の
特別整理期間に伴う休館（室）について

蔵書点検等により、下記の期間は休館(室)します。
期間中の資料の返却は、各館（室）の返却ポスト
をご利用ください。なお、返却処理は再開館後に
順次行います。
とき　9/26㈪～ 30㈮
※9/27㈫～ 30㈮については、中央図書館の1階エ
ントランスエリアおよびスターバックスのみご利用
いただけます。

※えほん図書館は上記期間中も通常どおり開館します。

東部市民センター工事に伴う
施設利用制限

施設内設備の一部リニューアル工事に伴い、以
下のとおり利用制限を行います。
図書室臨時閉室　10/4㈫ 9:30～ 13:00
一部トイレ使用不能　9/15㈭～ R5/1/10㈫
講堂貸出停止　12/13㈫～ R5/1/10㈫
　　　　　　　R5/1/24㈫～ 2/24㈮

東部市民センター（☎ 79‐0011）

詳しくはこちら▶

詳しくはこちら▶
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保健センター（☎ 75‐6471）

子宮頸がん予防（HPV）ワクチンを自費
で接種した方への費用助成（償還払い）

HPV（子宮頸がん）ワクチンの接種について、
積極的勧奨を差し控えていたことにより公費で接
種できる機会を逃した方が、定期接種の期間を過
ぎたあとに自費で2価サーバリックスまたは4価
ガーダシルを接種した場合は、接種費用の払い戻
し（償還払い）を行います。
対象　以下の条件を全て満たす方
①R4/4/1時点で小牧市に住民登録があること（そ
の後市外へ転出していても対象です）
②H9/4/2 ～ H17/4/1 生まれの女子
③ 16歳となる日の属する年度の末日（高校 1年生
の 3/31）までにHPVワクチンの定期接種におい
て 3回の接種を完了していないこと（定期接種の
対象期間内に 3回の接種を完了していないこと）

④ 17歳となる日の属する年度の初日（高校 2年生
の 4/1）から R4/3/31 までに HPV ワクチン
（2価サーバリックスまたは 4価ガーダシル）を
国内の医療機関で受け、接種費用を負担している

⑤償還払いを受けようとする接種回数分についてキャッ
チアップ接種としての定期接種を受けていない方
持ち物　・医療機関が記入したもので予防接種の
種類や接種日や接種回数等の接種記録が確認で
きるもの

・ 接種費用の支払いを証明する書類
（原本）

『給付金専用ダイヤル』（☎ 0570‐05‐4092）
　　　（ナビダイヤル）
名古屋北年金事務所（☎ 052‐９１２‐1213）

  市民窓口課（☎ 76‐1124）

年金生活者支援給付金制度
について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や
その他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者
の生活を支援するために、年金に上乗せして支給
されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内
や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が
実施します。
※すでに現在、年金生活者支援給付金を受け取ってい
る方で引き続き支給要件を満たしている場合、お手
続きは原則不要です。
■ 対象となる方
▶老齢基礎年金を受給している方で、以下の要件
をすべて満たしている方
・65歳以上である。
・世帯員全員が市町村民税が非課税となっている。
・年金収入額とその他所得額の合計が約 88万円
以下である。

▶障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
で、以下の条件を満たしている方
　・前年の所得額が約 472万円以下である。
■ 請求手続き
▶新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいた
だける方
・対象になる方には、９月初旬頃に日本年金機
構からお知らせが届きます。同封のはがき（年
金生活者支援給付金請求書）に記入し提出し
てください。

▶年金を受給しはじめる方
・年金の請求手続きと併せて年金事務所で請求
手続きをしてください。

■ 制度などを詳しく知りたい場合は、給付金専用
ダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせくだ
さい。

■ 日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や
案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構
成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きした
り、手数料などの金銭を求めることはありません。

詳しくはこちら▶

消費者消費者トラブルトラブル情報情報消費者トラブル情報

「置き配」でのトラブルに注意 !!
★トラブル事例
通販サイトで本を注文した。数日前、置き配での配
達完了メールが来たが、商品はまだ届いていない。
★消費者へのアドバイス
◎玄関先などの指定した場所に置くことで配達を完了す
る「置き配」は、ネット通販を中心に、急速に普及し
ていますが、誤配、盗難などのリスクもあります。メ
リットとデメリットを理解して利用しましょう。
◎ネット通販で商品を注文する際に、初期設定が置き
配になっている場合があります。意図せず置き配を
選択しないか、注文前に確認しましょう。
◎不安に思った場合やトラブルになった場合は、す
ぐに消費生活センターまたは☎「188（いやや）」
（消費者ホットライン）に相談しましょう。

消費生活センター（☎ 76‐1119） 消費者庁　消費者ホットライン
188　イメージキャラクター
「イヤヤン」
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